
教育委員会（ ３月 ）会議録 

招 集 年 月 日 令和 ４年３月２５日（金） 

招 集 の 場 所  白馬村役場 ３階 ３０２会議室 

開閉会の日時 

及 び 宣 言 

開 会 令和４年３月２５日（金） 午後 ２時００分 

閉 会 令和４年３月２５日（金） 午後 ３時０９分 

出 席 委 員 

職 名 氏 名 職 名 氏 名 職 名 氏 名 

教 育 長  平 林  豊 委 員 西澤みどり 委 員 松沢 亨 

教育長職務代理者 幅 下  守 委 員 田口 令子   

事 務 局 

教 育 課 長 横 川 辰 彦 子育て支援課長 下 川 浩 毅 生涯学習スポーツ課長 松澤宏和 

公民館長 横 川 秀 明 教育指導員 塩 島 学 
教 育 課 長 補 佐 

兼 給 食 保 健 係 長 
堤 則 昭 

教 育 係 長 中 村 由 加     

会議の要旨 

１ 開 会 

［教育長］ 

  開会を宣言した。  

 

２ 令和 4年 2月定例会会議録について 

  異議なく承認された。 

 

３ 報告 

 ○教育長報告 

学校の新型コロナウイルス感染症の関係について、3 月 3 日に北小 4 年 2 組から陽性者が確認され、8 日

まで臨時休業を行い、11日に北小 5年 2組から陽性者が確認され、15日まで臨時休業を行った。その間に、

5年 2組のＰＣＲ検査を実施した結果、1名の陽性者が出た。 

また、14日には北小 2年 1組から陽性者が確認され、16日を臨時休業にした。 

 しろうま保育園では、すみれ組（年長）とあんず組（未満児）が 17～19 日までの間学級閉鎖、いちご組（未満

児）が 24～26日までの間学級閉鎖となった。 

 9 日に白馬村交通安全協会から新 1 年生を対象に、ランドセルカバー、マスコット等をいただいたので、各学

校へ伝達を行った。 

議会 3月定例会が 18日で終了し、令和 4年度予算を含め議案等すべて可決となった。 

 20日に、延期していた成人式を開催し、42名が出席された。 

中学卒業者の進路状況について、白馬高が 18人・大町岳陽 12人・池工 2人・豊科 1人・飯山高 3人・長

野市内の国公立高 9人・松本市内の公立高 7人・県内の私立高 5人・県外の高校 6人・その他 2人となって

いる。白馬高校への進学率は 27.7％であった。 

 令和 4 年度の関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会及び研修会は、新型コロナウイルス感染症の感

染拡大防止、安全面の観点から、総会は書面決議、研修会は資料配布となった。 

 

 ○教育課長報告 

 3月議会において、当初予算、補正予算については原案のとおり可決された。 

白馬中学のトイレ洋式化工事は、第 10 号補正予算として令和 4 年度に繰り越しが認められている。一般質問

では、学校徴収金について質問があり、教育長が給食費に対する補助の状況や学習費調査と白馬村の状況に

ついて答弁した。 



 卒業式について、小学校は 3 月 16 日、中学校は 17 日に卒業証書授与式を行った。来賓を呼ぶことなく、

関係者のみの式典となった。それぞれの様子を事務局で確認するとともに、今年は村長が参列して祝辞を述べ

た。式の時間も短縮されているが、各校とも心のこもった卒業式であった。 

 入学式は、卒業式と同様に来賓、教育委員会の出席は自粛となっている。教育委員会告辞については、卒

業式と同様に文面を掲示するようお願いしてあるので、後ほど内容を確認してもらいたい。 

春休み中の新型コロナウイルスの感染状況であるが、北小で 1件、南小で 1件の報告があった。北小は母の

感染により濃厚接触となったもの、南小は児童発症の連絡であった。南小児童の家族は皆陰性で感染経路が

わからない事例。休み中であることから、学校としての対応はない。 

 

 ○子育て支援課長報告 

  保育園の新型コロナウイルス感染症の状況については、後ほど議事の中で説明する。 

  本日、卒園式を実施し、35 人の出席があった。コロナウイルス感染症に係る経過観察中により、1 人が欠席

となっている。保護者会から、欠席した子どもの家庭に対して卒園式の状況を Zoomで流したいとの希望があり、

許可している。 

 

 ○生涯学習スポーツ課長報告 

  3月 7日にカナダの BC ウッドより新図書館のデザインについてのリモートによる講演会が行われた。 

  16 日から 18 日にかけては、第 100 回全日本スキー選手権大会クロスカントリーがスノーハープにおいて開

催された。コロナウイルス感染対策を行い、参加者には抗原検査を実施し、無事終了することができた。大会に

は約 150名の選手が各種目にエントリーし競技が行われた。 

  18日には図書館協議会が開催され、現在の図書館に関する事業報告と事業計画が承認された。 

  また、3 月議会においては一般質問で、歴史民俗資料館についての質問があった。村民にしっかりと存在を

認知してもらい、来館者の増加のために関係者と協議のうえ対応していく。 

  補正予算では、ウイング 21の漏水による施設の修繕について、令和 4年度に予算を繰り越して進めていく。 

 

 〇公民館長報告 

  3 月 10 日に文化財審議委員会が開催された。嶺方諏訪社の「鉄鐸」について村文化財指定を来年

度検討することになり、6 月の定例会で申請したいと考える。 

  15 日に公民館運営審議会を開催、23 日分館長会議を開催し、今年度の報告と来年度の計画を審議

した。 

  20 日に令和 3 年度成人式を実施した。来賓なしであったが、成人 42 名が出席し、無事開催する

ことができた  

 

４ 議 事    

○報告第４号 令和 3 年度白馬村子育て世帯等臨時特別支援事業（子育て世帯への臨時特例給付（支援

給付金））支給事務実施要綱について 

 [子育て支援課長] 

 以前にお示しした、先行給付金 5 万円と追加給付金 5 万円、合計 10 万円の給付金に係る要綱で、今回は

離婚して給付金をもらっていない支給対象者に対して、給付金を支給するための要綱である。離婚した支給対

象者等に「支援給付金」という名称で支給する。以前の要綱を一部改正するところではあるが、かなり複雑にな

るので、支援給付金に関する部分だけ別建てで要綱をつくる。白馬村では 1名から相談があった。 

 

○報告第５号 しろうま保育園の臨時休園について 

 [子育て支援課長] 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、しろうま保育園の一部を臨時休園とした。年長児すみれ組と未

満児あんず組を 3月 17日から 3月 19日まで、未満児いちご組を 3月 24日から 3月 26日まで臨時休園と

した。 



○承認第６号 白馬北小学校の臨時休業（一部）について 

 [教育課長] 

 白馬北小学校の 3 学級を学級閉鎖にしている。それぞれの学級で陽性者が出たことから、県の指針に従い、

陽性となった児童の最終登校日の翌日から起算して 5 日間、土日や祝祭日も含めて 5 日間の健康観察期間

を設けられるよう学級閉鎖としている。4年 2組は 3月 4日から 3月 8日までの期間、5年 2組は 3月 12日

から 3月 15日までの期間、2年 1組は 3月 16日を、臨時休業とした。陽性となった児童の PCR検査結果が

判明した日によって、学級閉鎖期間に違いが生じている。 

・全員賛成で承認された。 

 

○承認第７号 県費教職員の人事異動内申について 

 [教育課長] 

・令和 4 年 4 月 1 日付けで、白馬南小学校、白馬北小学校、白馬中学校において転出、転入する教職員

について説明する。 

・全員賛成で承認された。 

 

○承認第８号 副学籍校の指定について 

[教育課長] 

 安曇養護学校に進学する児童 1 名について、白馬北小学校を副学籍校として決定し専決処分した。現在の

ところ、具体的な交流計画は決まっていない。 

 [委員] 

 副学籍とはどういうものか。 

[教育課長] 

 安曇野養護学校に進学するが、地元の子供たちと交流が途切れないように、北小にも学籍を設けて、行事等

に参加する等の交流がスムーズにできるようにするための制度。 

・全員賛成で承認された。 

 

〇議案 11号 白馬村立小中学校の通学区域等に関する規則の全部改正について 

 [教育課長] 

 通学区の規則は従来からあったが、村内における区域外や、村外からの区域外就学、村外への区域外就学

について色々なパターンがあったが、整理されていなかったので、全部改正して整理するもの。この規則は公布

の日から施行する。 

 [教育長職務代理]  

 別表の許可事由は、他の市町村に倣っているのか。 

 [教育課長] 

 許可事由がもっと細かい市町村もある。色々なパターンがあるので、その部分については「４．特別事情・教育

的配慮」や「６．その他」で勘案していきたいと考える。区域外就学については、両方の市町村で協議して決め

る。 

・全員賛成で可決された。 

 

〇議案 12号 区域外就学について 

[教育課長] 

北小への区域外就学の申請があった児童 2名、南小への区域外就学の申請があった児童 1名について、許

可を求める。期間はいずれも令和 4年 4月１日から令和 5年 3月 31日まで。 

・全員賛成で可決された。 

 

○議案第 13号 令和 3年度白馬村子育て世帯等臨時特別支援事業（子育て世帯への臨時特例給付）支給

事務実施要綱の一部改正に対する意見について 



 [子育て支援課長] 

 この要綱は先行給付金や追加給付金に係るものである。国から通達があり、本来 3 月 31 日に終了する事業

であるが、3 月末に生まれた子供も給付の対象としていることから、第 6 条で、4 月になっても申請ができるよう

に改正した。申請期限が 3月 31日だったのを、3月 17日以降に生まれた児童の申請期限は、出生した日の

翌日から 15日経過した日としている。 

・全員賛成で可決された。 

 

○議案第 14号 白馬村立小中学校の入学式告辞について 

 [教育課長] 

 小学校と中学校の入学式の告辞であるが、小学校は南北ともに文面は同じである。告辞は各学校に掲示す

る。 

・全員賛成で可決された。 

 

○議案第 15号 白馬村教育委員会事務局職員の人事異動について 

 [教育課長] [子育て支援課長] [生涯学習スポーツ課長] 

・令和 4年 4月 1日付けで、教育委員会事務局の各課等において転出、転入する職員について説明する。 

[委員] 

 会計年度任用職員のフルタイムとパートタイムの違いについて伺いたい。勤務時間で分けるのか。 

[教育課長] 

 勤務時間と日数で分けられる。一日の勤務時間が 7 時間 45 分に満たない場合や、一月あたりの勤務日数

が 17日以下の場合はパートとなる。 

 [委員] 

 同じ学校講師でもフルとパートタイムがいる。待遇についても区別されているのか。 

 [教育課長] 

 学校関係のパートタイム職員に対しては、夏休み期間や 1 月の年始において数日勤務を割り振らない日を設

けている。給与面では変わらない。ただし、パートタイムの場合、勤務を割り振らない 8月や 1月は、月額支給で

はなく日額支給となるので、支給金額は下がる。また、パートタイムの場合、退職手当組合加入ではなく、雇用

保険加入であるという違いも生じる。 

[教育長職務代理] 

 色々難しい面もあるかと思うが、例えば中学とかは色々な講師があって内容も違うので、面談等で本人の思い

を聞いてもらいたい。 

 [委員] 

 南小は会計年度職員は皆パートタイムだが、学校の立場からするとそれで回っていると捉えているのか、実際

は超過勤務が発生するような状況になってはいないか。 

 [教育課長] 

 フルタイムとパートタイムで一日の勤務時間は変えていないので、問題ないと捉えている。 

・全員賛成で可決された。 

 

５ その他          

（１）学力向上対策・家庭学習の手引きについて 

 [教育指導員] 

 今年度の学力向上対策委員会は、3回計画し実施したので報告する。実施内容は資料のとおり。 

 昨年度できなかった学力調査を今年度は実施できたので、その分析と授業参観を行っている。また、家庭学

習の手引きについて 3校バラバラであったものについて検討し、小学校については共通となる「学習のてびき」を

作成して、新年度に両小学校で配り活用してもらう。中学校はこれまでの「向学の風」を継続する。来年度以降

はこの手引きを更新しながら活用していければ良いと考える。 

 



（2）令和３年度社会教育事業中間報告 

 [公民館長] 

 公民館運営審議会、社会連絡協議会、分館長会議において中間報告を行った。文化祭についてアン

ケートを行った結果、概ね好評であった。特に村内の彫刻家の木彫については評判が良かった。今後、

村内の芸術文化を展示してほしいという要望があった。ステージ発表は今年も無観客でテレビ放映の

みであった。来年度は、有観客でステージ発表ができるような感染症対策をしてほしいという要望が

あった。はくば塾は一般教養講座であるが、コロナの影響で中止や延期となった講座がある。その他

の公民館講座や行事、催し物も幾つか中止になっている。芸術文化シリーズは、感染症対策を行いな

がらウイング 21 でコンサートや公演を開催した。来年度も対策をした上で行っていく。ウイング 21

の入口に非接触型の体温計を設置したので、大きいイベントの時はそれがチェック機能を果たすこと

になる。 

[委員]  

 今度の 8 月に行う成人式は、この 3 月に行った成人式に出席した学年の一つ下の学年が対象となる

か。 

[公民館長]  

 そうです。令和 4 年度から成人年齢が 18 歳になることから、「二十歳の集い」という名称で行うこ

とが決定した。20 才、21 才にあたる成人者を対象に開催する予定である。 

 

（３）４月の日程について 

 次回定例会は、4月 26日（火）午後 2時から。 

 

（４）その他 

[委員] 

 しろうま保育園で度々休園となっているが、働けない人への補助金制度はどうなっているのか。 

[子育て支援課長] 

 国の制度で、有給で休暇を与える事業者に対する就業補助制度があり、村としてはその制度の案内をしてい

る。村のホームページでも掲載しており、休園になった時に保育園の保護者にチラシも配っている。何件か問い

合わせはあった。ただ、全国的なニュースによると制度を活用する事業者が少ないようだ。子育て世帯だけ補

助するのはおかしい、介護者だっているといったように会社の考え方も色々あり、制度が浸透していないようだ。 

[委員]  

 スノーハープは冬がメインの施設であるが、トイレの便座が冷たい。ナショナルトレセンに指定されている施設で

もある。利用する者のことを考えて対応してもらえればありがたい。 

[生涯学習スポーツ課長] 

 検討する。 
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